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　国民年金保険料は、納付した全額が
所得税・市町村民税等の社会保険料控
除の対象となります。
　このため、平成 23 年中に国民年金
の保険料を納付した方全員に、一年間
に納付した国民年金保険料の額を証明
する「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」（ハガキ）が、日本年金
機構から毎年 11 月初旬または翌年２
月初旬に送付されます。大切に保管し
ておいてください。

●11 月初旬に送付される方
　平成 23 年１月１日から 10 月１日
までに国民年金の保険料を納付された
方

●翌年２月初旬に送付される方
　平成 23 年 10 月２日以降に今年初
めて国民年金の保険料を納付された方

扶養家族分も納付した方は…
　国民年金保険料は、被保険者本人だ
けではなく、その世帯の世帯主及び配
偶者も連携して納付す義務があります。
　ご家族の国民年金保険料を納付した
場合は、その納付額の全額が納付した
方の所得税などの控除対象となります
ので、このような場合は、年末調整等
の手続きの際にご自身の社会保険料の
額と合算して申告してください。この
場合は、ご家族分の証明書も申告する
方の申告書に添付等する必要がありま
す。
　過去に滞納などがある方も控除を受
けられます
　社会保険料控除の対象は、今年中に
支払った保険料のため、今から年末ま
でに支払う保険料も控除の対象になり
ます。
　また、過去に滞納や免除期間がある
方も、年末までに保険料を支払えば、
所得控除を受けることが可能です。

問合せ　室蘭社会保険事務所
　　　　　(☎0143‐50‐1004）

国民年金保険料は社会保険
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国民年金保険料は社会保険国民年金保険料は社会保険
料控除の対象になります料控除の対象になります

訂正とお詫び
　10 月号の２ページの特集「郷土の歴

史と文化を織る」の織るは、識るの誤り

でした。訂正してお詫びいたします。

　空き缶の回収時にスプレー缶が混在して
います！
　スプレー缶は不燃ごみ（燃やせないごみ）
にて排出してください。
　カセットボンベやスプレー缶は必ず中身
のガスを使い切り、穴をあけてから排出し
てください！

環境課　☎74－3006
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